
令 和 ７ 年 度 税 制 改 正 要 望 事 項 （ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ） 

（法務省民事局民事第二課） 

項 目 名 所有者不明土地等問題の解決のための登録免許税の特例 

税 目 登録免許税 

要

望

の

内

容 

 
【制度の概要】 
所有権の登記名義人が死亡した後も相続登記がされない土地について、その

主要な発生原因の一つとして相続登記に係る費用の負担が指摘されている。こ
のため、土地の相続登記に係る登録免許税について特例措置を設けることで相
続登記を促進する。 
 
【要望の内容】 
 
延長：次の登録免許税の免除措置を３年間延長する。 
 
① 個人が相続（相続人に対する遺贈を含む。②の場合において同じ。）に
より土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該
土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときに、当該個人を当該土
地の登記名義人とするために受ける登記に係る登録免許税の免除（租税特別
措置法第８４条の２の３第１項） 

② 個人が、土地について所有権の保存の登記又は相続による所有権の移転
の登記を受ける場合において、当該土地の当該登記に係る登録免許税の課税
標準となる価額が１００万円以下であるときにおけるその登録免許税の免除
（租税特別措置法第８４条の２の３第２項） 

 
新規・拡充：上記②の要件を緩和するとともに、更なる拡充や新たな免税措置
を講ずる。 

 
【関係条文】 
登録免許税法（昭和４２年法律第３５号）第９条 別表第１ 
租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第８４条の２の３ 
 
 

 

 平年度の減収見込額  －  百万円 

(制度自体の減収額) (   － 百万円) 

(改 正 増 減 収 額) (   － 百万円) 
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新

設

・

拡

充

又

は

延

長

を

必

要

と

す

る

理

由 

⑴ 政策目的 

所有者不明土地等問題の主要な原因である相続登記の未了への対応のた
め、相続登記を促進する。 

 

⑵ 施策の必要性 

１ 近時、所有権の登記名義人が死亡した後も相続登記がされないこと（相続
登記の未了）等を原因として、不動産登記により所有者が直ちに判明せず、
又は判明しても連絡がつかない所有者不明土地・建物が生じ、民間の土地取
引や公共事業の用地取得、農地の集約化、森林管理など様々な場面で多くの
問題を引き起こしている。 

２ この所有者不明土地等問題の解消については、これまでも政府の重要施策
として政府方針に明記されてきたところ※1、令和６年６月２１日に閣議決定
がされた「経済財政運営と改革の基本方針２０２４」においても引き続き政
府の重要施策として位置付けられ※2、平成３０年に立ち上げられた「所有者
不明土地等対策のための関係閣僚会議」の下、政府一体となって対策を講じ
ている。 

３ 所有者不明土地の主な発生原因は相続登記の未了にあるところ、相続登記
の促進のための方策として、登記に必要な費用負担を軽減するため、登録免
許税の減免措置を講ずることが有効である。 

そこで、平成３０年度税制改正大綱において、土地の相続登記に対する登
録免許税の免税措置を創設することが盛り込まれ、当該措置は租税特別措置
法第８４条の２の３として規定された。 

租税特別措置法第８４条の２の３に基づく免税措置は現に相続登記の促進
に効果を上げており、令和３年度税制改正において、その適用期限の１年延
長（令和３年３月３１日→令和４年３月３１日）が認められるとともに、同
条第２項の措置の拡充（適用対象の登記に表題部所有者の相続人が受ける所
有権の保存の登記を追加）が認められた。また、令和４年度税制改正におい
て、その適用期限の３年延長（令和４年３月３１日→令和７年３月３１日）
が認められるとともに、同条第２項の措置の拡充（適用対象となる土地の範
囲が全国全ての土地を対象とするとともに、土地の価格の上限が１０万円か
ら１００万円へ引き上げ）が認められた。 

４ 上記のとおり、所有者不明土地等問題は、政府全体で取り組むべき喫緊の
課題と位置付けられ、その対策として、令和３年に成立した民法等の一部を
改正する法律（令和３年法律第２４号）により、相続登記等の義務化や新た
な職権登記の創設等を内容とする不動産登記法の改正がされ、令和５年から
順次施行されている。 

  もっとも、所有者不明土地の割合は、令和５年の国土交通省の調査におい
ても、約２６％と高止まりしている。また、令和６年能登半島地震において
も、所有者不明建物の存在が円滑な復旧・復興を妨げているとの指摘があ
る。所有者不明土地等の解消及び発生予防に向けて税制上のインセンティブ
措置をとる必要性は高い。 

改正法案に対する衆・参法務委員会の附帯決議においても、所有者不明土
地等問題の解決に向けて相続登記の登録免許税の減免等の措置を検討するこ
とが求められており、相続登記に係る登録免許税の減免が、本改正法の円滑
な施行のための環境整備策の一つとして位置付けられている。 

５ 以上を踏まえ、相続登記の義務化を始めとする改正不動産登記法における
新たな不動産登記の取扱いが、所有者不明土地等の解消及び発生予防の対策
として十全なものとなるよう、現行の租税特別措置法第８４条の２の３の規
定に基づく登録免許税の免税措置の適用期限を３年間延長するとともに、更
なる拡充や新たな免税措置を導入するなどの登記に関する費用負担の軽減を
図る特例措置を講ずる必要がある。 

 

※1「経済財政運営と改革の基本方針 2017（平成 29 年６月９日閣議決定）」、 

「経済財政運営と改革の基本方針 2018（平成 30 年６月 15 日閣議決定）」、 

「経済財政運営と改革の基本方針 2019（令和元年６月 21 日閣議決定）」、 
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「経済財政運営と改革の基本方針 2020（令和２年７月 17 日閣議決定）」、 

「経済財政運営と改革の基本方針 2021（令和３年６月 18 日閣議決定）」、 

「経済財政運営と改革の基本方針 2022（令和４年６月７日閣議決定）」、 

「経済財政運営と改革の基本方針 2023（令和５年６月 16 日閣議決定）」等 

 

※2 「経済財政運営と改革の基本方針 2024（令和６年６月 21 日閣議決定）」 

「相続登記の申請義務化の周知・相談体制強化や地籍調査・法務局地図作成等
を含む所有者不明土地等対策（注）を一体的・総合的に推進する。」 

（注）「所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針」（令和６年６月 10 日
所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議決定）に基づく。 

 

今

回

の

要

望

（

租

税

特

別

措

置

）

に

関

連

す

る

事

項 

合 

理 

性 

政 策 体 系 

に お け る 

政策目的の

位 置 付 け 

 
Ⅲ 国民の権利擁護 
10 国民の財産や身分関係の保護 

 
 

政 策 の 

達成目標 

 
相続登記の数の現状維持又は増加 

 

 

租税特別措

置の適用又

は延長期間 

 
３年間（令和７年度～令和９年度） 

 

 

同上の期間

中 の 達 成 

目 標 

 
 
相続登記の数の現状維持又は増加 

 
 

政策目標の

達 成 状 況 

 
 
－ 

 
 

有 

効 

性 

要 望 の 

措 置 の 

適用見込み 

 
適用要件①について、約４万４千件（約２９万筆） 
適用要件②について、約９５万件（約４９６万筆） 

 

要望の措置

の効果見込

み(手段とし

ての有効性) 

 
 
相続登記の数の現状維持又は増加 

相 

当 

性 

当該要望項 

目以外の税

制上の措置 

 
 
 － 

予算上の 

措置等の 

要求内容 

及び金額 

 
(1)法定相続情報証明制度の実施（407,557 千円） 
(2)長期相続登記等未了土地の解消事業の実施（670,171 千円） 
(3)表題部所有者不明土地の解消事業の実施（290,037 千円） 
(4)相続土地国庫帰属制度の実施（80,197 千円） 
(5)相続登記申請義務化への対応（499,938 千円） 
 

1-3



 

上記の予算 

上の措置等 

と要望項目

と の 関 係 

 
所有者不明土地等問題への対応に係る主な取組は次のとおり

である。 
(1) 法定相続情報証明制度により、各種の相続手続の際の戸除

籍謄抄本の提出の手間の省力化を図るとともに、相続登記の
促進を図っている。 

(2) 地方自治体等の要望に基づき長期相続登記等未了土地を対
象にその解消を図る仕組みにより、既に発生している相続登
記未了土地の解消を図っている。 

(3) 歴史的経緯により登記簿の表題部所有者欄の記載が正常で
ない土地の解消に向けた仕組みにより、特殊な要因に基づい
て生じている所有者不明土地の解消を図っている。 

(4) 相続等により取得した土地を手放すことを認め、国庫へ帰
属させることを可能とする仕組みにより、所有者不明土地の
発生を予防し、土地の管理不全化の防止を図っている。 

(5) 相続登記の義務化により、相続人を明らかにすることで、
所有者不明土地・建物の発生の予防を図っている。 

 
 これらの対応に加え、相続登記をしようとする相続人の費用
負担の軽減については、引き続き本要望で措置を行う必要があ
る。 
 

要望の措置 

の 妥 当 性 

 
所有者不明土地の主要な発生原因は相続登記の未了にあると

ころ、相続登記の促進のための方策として、現に効果を上げて
おり、必要な措置である。 

こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
績
と
効
果
に
関
連
す
る
事
項 

租税特別 

措 置 の  

適用実績 

 
適用実績（適用件数） 

（単位：登記件数） 
 適用要件① 適用要件② 
平成３０年度 ６，９１５ 件 ４０，４６５ 件※ 
令和元年度 ９，６１２ 件 １２５，０１７ 件 
令和２年度 １０，４８９ 件 １２３，６１４ 件 
令和３年度 １０，５２３ 件 １３５，４５１ 件 
令和４年度 １３，５１３ 件 ２８９，１４０ 件 
令和５年度 １６，０３４ 件 ３４１，４２１ 件 

※適用要件②については、平成３０年１１月１５日から施行され、令和４年
4 月１日から適用対象が拡大された。 

 

租特透明化

法に基づく

適 用 実 態 

調 査 結 果 

 
 
 － 

租税特別措

置の適用に

よ る 効 果 

(手段として 

の有効性) 

 
下記のとおり、令和４年度改正後の本措置の適用前後を比較

すると、相続登記の申請件数及び筆数が増加しており、相続登
記の促進に効果があったといえる。 
 
租税特別措置の適用前後における相続（その他一般承継を含

む）を原因とする土地の所有権の移転の登記に係る件数の比較
結果 
適用前件数： ８３８，３７６件（令和３年度） 

（４，６９９，７１１筆） 
適用後件数： ８５２，９９９件（令和４年度・５年度平均） 

（５，５２９，５１４筆） 
適用前比約１０２％（件数比） 
適用前比約１１８％（筆数比） 

 
相続（その他一般承継を含む）を原因とする土地の所有権の

移転の登記に係る事件における租税特別措置の適用件数の割合 
（令和５年度実績）約４０％ 
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前回要望時 

の達成目標 

 
相続登記の数の現状維持又は増加 
 

前回要望時 

からの達成

度及び目標

に達してい

ない場合の

理 由 

 
 
「適用実績」にあるとおり、本措置は適用実績を積み重ねて

おり、その目標を達成している。 
 
 

これまでの 

要 望 経 緯 

 
平成３０年度：新設 
令和３年度 ：適用期限を令和４年３月３１日まで１年延長、

租税特別措置法第８４条の２の３第２項の適用対
象を表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存
の登記にも拡充 

令和４年度 ：適用期限を令和７年３月３１日まで３年延長、
租税特別措置法第８４条の２の３第２項の適用対
象の土地の価格と要件の拡充 
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令 和 ７ 年 度 税 制 改 正 要 望 事 項 （ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ） 

（法務省民事局） 

項 目 名 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法制化に伴う所要の措置 

税 目 国税徴収法等 

要

望

の

内

容 

 
 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法制化に伴い、税制上の所要の措
置を講ずる。 
 
 
 
 

 

 平年度の減収見込額     － 百万円 

(制度自体の減収額) (   － 百万円) 

(改 正 増 減 収 額) (   － 百万円) 

新

設

・

拡

充

又

は

延

長

を

必

要

と

す

る

理

由 

⑴ 政策目的 

 

民法等に明文規定のない非典型担保として用いられてきた譲渡担保契約及び
所有権留保契約について、私法上のルールを明文化・明確化することにより、
その法律関係の安定及び予測可能性の向上を図り、もって不動産担保や個人保
証に依存しない資金調達を促進する。 

 

⑵ 施策の必要性 

 

不動産担保や個人保証に依存しない資金調達手法としては、在庫、機械等の
動産や売掛債権等の債権などを担保として活用することが考えられるところ、
その担保化の方法として、実務上、動産については動産譲渡担保契約や所有権
留保契約が、債権については債権譲渡担保契約が広く用いられてきた。 

 もっとも、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関するルールは、明文の規定
がなく専ら判例法理によって形成されており、判例の射程が必ずしも明確でな
い論点や判例がルールを示していない論点もあるため、法的安定性や予測可能
性に欠ける面があることから、ルールの明文化・明確化が求められている。 

 以上のことから、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関して明文の規定を整
備する必要があり、これに伴って税制上の所要の措置を講ずる必要がある。 

なお、骨太の方針 2024（令和６年６月閣議決定）において、「不動産担保や
個人保証に依存しない資金調達を促進するため、動産、債権その他の財産を目
的とする譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法制化の準備を進める」と
されている。 
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今

回

の

要

望

（

租

税

特

別

措

置

）

に

関

連

す

る

事

項 

合 

理 

性 

政 策 体 系 

に お け る 

政策目的の

位 置 付 け 

 
 － 
 
 
 

政 策 の 

達成目標 

 
 － 
 
 
 

 

租税特別措

置の適用又

は延長期間 

 
 － 
 
 
 

 

同上の期間

中 の 達 成 

目 標 

 
 － 
 
 
 

政策目標の

達 成 状 況 

 
 － 
 
 
 

有 

効 

性 

要 望 の 

措 置 の 

適用見込み 

 
 － 
 
 
 
 

要望の措置

の効果見込

み(手段とし

ての有効性) 

 
 － 

相 

当 

性 

当該要望項 

目以外の税

制上の措置 

 
 － 

予算上の 

措置等の 

要求内容 

及び金額 

 
 － 
 
 
 

 

上記の予算 

上の措置等 

と要望項目

と の 関 係 

 
 － 
 
 
 

要望の措置 

の 妥 当 性 

 
 － 
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こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
績
と
効
果
に
関
連
す
る
事
項 

租税特別 

措 置 の  

適用実績 

 
 － 
 
 
 

 

租特透明化

法に基づく

適 用 実 態 

調 査 結 果 

 
 － 

租税特別措

置の適用に

よ る 効 果 

(手段として 

の有効性) 

 
 － 
 
 
 

前回要望時 

の達成目標 

 
 － 
 
 
 
 
 

前回要望時 

からの達成

度及び目標

に達してい

ない場合の

理 由 

 
 － 
 
 
 
 
 

これまでの 

要 望 経 緯 

 
 － 
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令 和 ７ 年 度 税 制 改 正 要 望 事 項 （ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ） 

（法務省民事局） 

項 目 名 船荷証券等の電子化に伴う所要の措置 

税 目 国税徴収法 

要

望

の

内

容 

 
商法（明治 32 年法律第 48 号）上、船荷証券等の有価証券は紙で発行するこ

とが求められているところ、平成 29 年に国連国際商取引法委員会で電子的移転
可能記録モデル法が制定されたことや、令和 3 年 6 月の規制改革実施計画にお
いて船荷証券の電子化を可能とする具体的措置を講ずることが求められたこと
を受け、船荷証券等の交付に代えて船荷証券等に記載すべき事項を記録した一
定の電磁的記録（以下「電子船荷証券記録等」という。）の提供をすることが
できるようにするための法改正を予定しているところ。 
上記商法の改正に際し、電子船荷証券記録等が提供されている場合の強制執

行の取扱いを踏まえ、国税徴収上の滞納処分についても、所要の措置を講ず
る。 
 

 

 平年度の減収見込額 ―  百万円 

(制度自体の減収額) (  ―  百万円) 

(改 正 増 減 収 額) (  ―  百万円) 

新

設

・

拡

充

又

は

延

長

を

必

要

と

す

る

理

由 

⑴ 政策目的 

近年の情報通信技術の進展に伴う電子商取引の拡大に対応するため、船荷証
券等の交付に代えて電子船荷証券記録等の提供を行うことができるようにする
等の措置を講ずる必要がある。 

 

⑵ 施策の必要性 

平成 29 年に国連国際商取引法委員会において電子的移転可能記録モデル法が
制定され、各国において同モデル法を参考に国内法を整備する動きがある中、
本邦においても、令和 3 年 6 月に閣議決定された規制改革実施計画において、
船荷証券の電子化を可能とする具体的措置が求められており、上記法改正を速
やかに実現する必要がある。同法改正に際し、電子船荷証券記録等の提供がさ
れた場合に対応するため、強制執行の取扱いを踏まえ、国税徴収上の滞納処分
についても、所要の措置を講ずる必要がある。 
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今

回

の

要

望

（

租

税

特

別

措

置

）

に

関

連

す

る

事

項 

合 

理 

性 

政 策 体 系 

に お け る 

政策目的の

位 置 付 け 

 
 － 
 
 
 

政 策 の 

達成目標 

 
 － 
 
 
 

 

租税特別措

置の適用又

は延長期間 

 
 － 
 
 
 

 

同上の期間

中 の 達 成 

目 標 

 
 － 
 
 
 

政策目標の

達 成 状 況 

 
 － 
 
 
 

有 

効 

性 

要 望 の 

措 置 の 

適用見込み 

 
 － 
 
 
 
 

要望の措置

の効果見込

み(手段とし

ての有効性) 

 
 － 

相 

当 

性 

当該要望項 

目以外の税

制上の措置 

 
 － 

予算上の 

措置等の 

要求内容 

及び金額 

 
 － 
 
 
 

 

上記の予算 

上の措置等 

と要望項目

と の 関 係 

 
 － 
 
 
 

要望の措置 

の 妥 当 性 

 
 － 
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こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
績
と
効
果
に
関
連
す
る
事
項 

租税特別 

措 置 の  

適用実績 

 
 － 
 
 
 

 

租特透明化

法に基づく

適 用 実 態 

調 査 結 果 

 
 － 

租税特別措

置の適用に

よ る 効 果 

(手段として 

の有効性) 

 
 － 
 
 
 

前回要望時 

の達成目標 

 
 － 
 
 
 
 
 

前回要望時 

からの達成

度及び目標

に達してい

ない場合の

理 由 

 
 － 
 
 
 
 
 

これまでの 

要 望 経 緯 

 
 － 
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